
令和７年度 広島県身体障がい者施設協議会 

事業計画 

１．基本方針 

本会は、「すべての障がいのある人のより安心した生活と、その人らしい人生を

生きるための福祉実践」を基軸として、障がいのある人の課題解決のため積極的

な活動に取り組むとともに、会員施設職員のより一層の資質向上に努める。併せ

て障がいのある人が自ら望む場所で生活できるよう、会員相互の連携はもとより、

他団体との情報共有と連携によって、施設・事業所等の機能を強化し、障がい者

福祉の向上、発展に寄与できるよう最大限の努力をする。 

２．重点事業 

（１）研修部会

●テーマ別研修会の実施

●分野別（職種別）研修会の実施

（２）調査研究部会

●広報部会との連携によるホームページの活用促進に向けた協議、検討

●会員施設の課題やニーズ等の実態調査、結果の公表

（３）広報部会

●広報誌の見直しとホームページとの連携

（４）福利厚生部会

●会員施設の見学および職員交流

３．事 業

Ⅰ 会議等の開催 

１．総会及び勉強会 

（１）定時総会の開催

開催時期 開催会場 主な内容 

第１回 令和 7年 6月 12日（木） 広島ガーデンパレス 決算・事業報告等 

第２回 令和 8年 3月中旬 広島市 予算・事業計画等 

（２）臨時総会の開催

必要に応じて適宜開催する。 
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（３）勉強会等の開催

総会等において、研修会または勉強会等を適宜実施する。 

２．監 査（令和 6年度） 

期 日：令和 7年 4月 25日（金） 

場 所：広島県社会福祉会館 

３．役員会 

総会で協議する議案等の策定並びに事業遂行のため、必要に応じて随時開

催する。 

Ⅱ 事業部会活動 

１．研修部会 

（１）研修部会の開催（２回／年）

・研修企画・立案について

（２）「テーマ・分野別研修会」の開催 

会員施設が各々行っている人材育成の一助となるべく、障害の種別、職

種の枠を超えた幅広い知識と視野を持った人材を育成するという視点から、

より多くの会員施設職員が参加できるようオンライン形式での開催の検討

も含め、企画・立案・実施していく。 

期 日：令和 7年 9月頃 コミュニケーション能力向上研修 

令和 8年 1月頃 ICT研修 

場 所：広島県社会福祉会館（予定） 

２．調査研究部会 

（１）調査研究部会の開催（1～2回／年）

（２）県・市町福祉施策及び予算要望事項等（令和８年度分）のとりまとめ

（３）広報部会との連携によるホームページの活用促進に向けた協議、検討

（４）会員施設の課題やニーズ等の実態調査、結果の公表

（５）障害者総合支援法と関連福祉施策等の情報収集と提供

３．広報部会 

（１）広報部会の開催（2回／年）

（２）「身障協だより」の発行（1回／年） 

・ホームページと連携し情報の発信

・第 38号発行予定  令和 8年 3月頃 
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４．福利厚生部会 

（１）福利厚生部会の開催（2回／年）

期  日：令和 7年 4月  令和７年度事業計画について 

令和 7年 12月 令和７年度事業報告、次年度計画素案作成 

（２）会員施設の見学

期  日：令和 7年 10月頃（受入先施設の状況による） 

訪問予定：２施設 

Ⅲ 叙勲及び褒章等推薦委員会 

（１）叙勲・褒章（春・秋年 2回）

（２）厚生労働大臣賞表彰（秋年 1回）

（３）広島県知事表彰（秋年 1回）

（４）その他の本会推薦による表彰等

上記について、各会員施設から推薦された候補者を選考し、本会事務局

を通じて推薦依頼元の広島県へ提出する。 

（５）その他表彰等の情報提供

Ⅳ 災害時における協力、連携 

（１）広島県災害福祉支援ネットワーク（広島ＤＷＡＴ）への参画

（２）被災した障がい者を支援するため、広島県災害時公衆衛生チームへの協

力及び連携を進める。 

（３）災害時等における安心を共に支えあう相互協力に関する協定（広島さっ

そくネット）に基づき、県、県社会福祉協議会、県内の社会福祉施設等と

災害時における拠点整備に努めるとともに、災害発生時に相互協力を行う。 

Ⅴ 会員施設における介護職員等による喀痰吸引等の実施環境整備 

本会会員施設職員を対象とした喀痰吸引等第二号研修を、(社福)広島県社

会福祉協議会及び(公財)介護労働安定センター広島支部の協力を得て進める。 

（１）喀痰吸引等研修（第二号研修）の実施

実施研修機関：(公財)介護労働安定センター広島支部 

Ⅵ 他の種別団体との連携について 

県社会福祉法人経営者協議会において開催されている業種別代表者会及び

災害等福祉支援体制整備に係るワーキング会議等により、他の種別団体と情

報共有、意見交換を進めるとともに、必要に応じて分野を超えた共通課題へ

対応するため連携していく。 
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Ⅶ 情報提供等について 

（１）各会員施設への情報提供について

他機関、団体等主催の研修会情報をはじめ、各会員施設に提供すること

が必要と思われる情報を随時提供する。 

（２）関係機関、団体等への情報提供について

他機関、団体等からの照会等に対して、適宜情報提供する。

Ⅷ 各種事業への対応について 

（１）広島県あいサポートプロジェクト関連行事への参加、運営協力

① あいサポート・アート展の運営協力

② あいサポート・ふれあいコンサート運営委員会への参画

ふれあいコンサートｉｎひがしひろしま（仮称）

期日：令和 7年 9月 27日（予定）

会場：東広島芸術文化ホールくらら（予定）

（２）広島県相談支援従事者等各種研修への協力、受講者推薦

（３）紙屋町地下街福祉公共スペース「ふれ愛プラザ」運営への協力

（４）広島県福祉・介護人材確保総合支援協議会への参画、協力

（５）第 24回全国障害者スポーツ大会「わた SHIGA輝く障スポ」への広島県役

員・選手の派遣協力 

期日：令和 7年 10月 25日～27日 

場所：滋賀県 

（６）各種大会等への参加

① 令和 7年度広島県障害者陸上競技大会

② 第 63回(令和 7年度)広島県身体障害者福祉大会

期日： 令和 7年 10月 24日 (予定)

場所： アゼリアおおたけ（大竹市）(予定)

③ 第 50回広島県知的障害者福祉大会、第 23回はつらつ大会

期日： 令和 7年 11月 30日

場所： 三原市芸術文化センターポポロ（三原市）

④ 広島県社会福祉大会

（７）各種事業に対する後援

（８）公的機関等主催の会議への参加

《県関係》 

① 県障害者自立支援協議会（就労支援部会、障害者差別解消支援地域協議

会、相談支援・研修部会）

② 県社会福祉審議会
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③ 県障害者施策推進協議会

④ 県障害者介護給付費等不服審査会（障害者介護給付費等検討部会、地域

相談支援給付費等検討部会）

⑤ 県障害者社会参加推進センター

⑥ 障害者虐待防止ネットワーク推進会議

⑦ 県パラスポーツ協会

⑧ 障害児入所施設からの移行調整会議    等 

《県社協関係》 

① 県社協評議員会

② 県社協社会福祉制度･予算対策委員会

③ 県福祉・介護人材確保等総合支援協議会

④ 県社協社会福祉従事者互助会事業運営委員会

⑤ 県社協生活福祉資金運営委員会

⑥ 県福祉サービス第三者評価推進委員会

・福祉サービス第三者評価活性化促進会議

⑦ 県災害福祉支援ネットワーク

⑧ 広島さっそくネットワーキング 等

《その他》 

① 県社会福祉法人経営者協議会

② 県福祉事業団

③ スポーツ交流センター運営協議会 等
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